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「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」 

に関する確認について 
 
 
平成二十五年原子力規制委員会規則第五号「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」のうち，第四十条（津波による損傷の防止）に関して，

規制要求事項の考え方を確認したい。 
 
 
 
 
以下，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」 
および同解釈抜粋 
 
 

第四十条 （津波による損傷の防止） 
重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないものでなければならない。 
 
（同解釈） 
１ 第４０条の適用に当たっては、本規定別記３に準ずるものとする。 
 
２ 第４０条に規定する「基準津波に対してその重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないもの」を特定重大事故等対処施設に適用する場合、基

準津波に対する設計基準上の許容限界は設計基準と同じものを適用するが、設計基準

における防護措置とは性質の異なる対策（多様性）を講ずること等により、基準津波

を一定程度超える津波に対して頑健性を高めること。 
例えば、水密性が保証された建屋又は高台に設置された建屋等に収納すること。 
 
 
 



（同解釈 別記３抜粋） 
３ 第５条第１項の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」

を満たすために、基準津波に対する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方

針によること。 
     
一 Ｓクラスに属する施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備を除く。下

記第三号において同じ。）の設置された敷地において、基準津波による遡上波を地上

部から到達又は流入させないこと。また、取水路及び排水路等の経路から流入させな

いこと。 
 
五 津波防護施設及び浸水防止設備については、入力津波（施設の津波に対する設計

を行うために、津波の伝播特性及び浸水経路等を考慮して、それぞれの施設に対して

設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機能が保持で

きること。また、津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持で

きること。そのため、以下の方針によること。 
 
 ⑦耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応

した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び浮力等）について、入力津波から十分な

余裕を考慮して設定すること。また、余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応

じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮すること。さらに、入力

津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津波防護機能及び浸

水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。 
 
 
 

以  上 


